
下記の業務について、一般競争入札を行うので、静岡県財務規則（昭和39年静岡県規則第13号）第34条の

規定に基づき公告する。

令和５年11月17日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 入札執行者

静岡県知事 川勝平太

２ 担当部局

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

静岡県経営管理部財務局資産経営課

電話番号 054-221-2185

３ 競争入札に付する事項

(1) 入札番号

財資第3018号

(2) 契約の目的の名称

静岡県庁西館コンビニエンスストア設置・運営にかかる定期建物賃貸借契約

(3) 賃貸借物件の内容

ア 建物名称 静岡県庁西館

イ 所在 静岡市葵区追手町９番６号

ウ 竣工年月 昭和49年３月

エ 店舗貸付面積 100.00㎡

オ 店舗貸付場所 静岡県庁西館４階

(4) 契約の目的の仕様等

別添、「静岡県庁西館におけるコンビニエンスストア事業者公募要領」による。

(5) 貸付期間

令和６年４月１日から令和11年３月31日まで（５年０か月）

(6) その他の事項

ア 開庁日及び時間 月曜日から金曜日 午前８時30分から午後６時

（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月29日～１月３日）は閉庁日）

イ 職員数 本館約500人 東館約1,550人 西館約1,200人 別館約850人 計約4,100人

４ 競争入札参加資格

次に掲げる条件をすべて満たす法人とする。

(1) 基本条件

令和５年11月１日現在、コンビニエンスストア（主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセル

フサービス方式で小売する事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行なう事業所をいう。

（「日本標準産業分類」（平成25年10月改定総務省）における「5891コンビニエンスストア」））の設

置・運営業務を行っているチェーン本部であること。（チェーン本部とフランチャイズ契約を締結した



フランチャイズ加盟者は、入札に参加できない。）

(2) その他の条件

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しないこと。

イ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てが成されている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づき再生手続開始の申立てが成されている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。

ウ 次に掲げる税の未納がない者であること。

(ｱ) 本社が所在する都道府県の法人事業税及び法人都道府県民税

(ｲ) 消費税及び地方消費税

エ 次の(ｱ)から(ｷ)までのいずれにも該当しないこと。

(ｱ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に該当

する団体（以下「暴力団」という。）

(ｲ) 個人又は法人の代表者が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者をいう。以下同じ。）である者

(ｳ) 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）

が暴力団員等である者

(ｴ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴

力団又は暴力団員等を利用している者

(ｵ) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

(ｶ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(ｷ) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契

約その他の契約を締結している者

５ 入札関係書類の配付期間及び配付場所、配付方法

(1) 配付期間

令和５年11月17日（金）から令和５年11月30日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前

９時30分から午後５時00分まで

(2) 配付場所

上記２及び申請書類等ダウンロードサービス（静岡県公式ホームページ内）

(3) 配付方法

無料で直接配付する。

６ 入札参加申込書の提出

本入札に参加を希望する者は、次により申込書等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな

い。なお、期限までに申込書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札



に参加することができない。

(1) 提出期間

令和５年11月18日（土）から令和５年11月30日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午

前９時30分から午後５時00分まで。

(2) 提出書類

ア 入札参加申込書（兼貸付申込書）（様式第１号）

イ 誓約書（様式第２号）

ウ 役員等名簿（様式第３号）

エ 定款

オ 企業概要（会社の概要がわかるパンフレット等）

カ 事業概要（資本金、従業員数、事業経歴、事業内容等がわかるもの。企業概要に記載されている場

合は省略可）

キ 直近１年間の納税証明書で未納がないことの証明書（本社所在地における法人事業税、法人都道府

県民税及び消費税・地方消費税。すべて提出日の３ヶ月以内に発行されたもの。コピー可）

ク 商業登記簿謄本（提出日の３ヶ月以内に発行されたもの。コピー可）

ケ 印鑑証明書（提出日の３ヶ月以内に発行されたもの。原本に限る。）

コ 長３号封筒（簡易書留料金を含む434円分切手を貼付）

(3) 提出場所

上記２に同じ。郵便又は電送によるものは受け付けない。

(4) 入札参加資格の確認は、申込書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和５

年12月７日（木）までに通知する。

(5) その他

ア 申込書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。

イ 入札執行者は、提出された申込書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用し

ない。

ウ 提出期限後における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。

エ 提出された申込書及び資料は、返却しない。

オ 提出された申込書及び資料は、公表しない。

カ 申込書及び資料に用いる言語は日本語とする。

７ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

(1) 入札参加資格がないと認められた者は入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について

説明を求めることができる。

(2) (1)の説明を求める場合には、令和５年12月12日（火）までに書面（様式自由）を持参することにより

提出しなければならない。

(3) 入札執行者は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、令和５年12月15日（金）までに書

面により回答する。



(4) (2)の書面の提出先は、上記２に同じとする。

８ 現地説明会

(1) 日時

令和５年12月１日（金）午後2時00分

(2) 場所

静岡市葵区追手町９番６号 静岡県庁本館 １階 資産経営課施設係控室

(3) 申込方法

別添、「静岡県庁西館におけるコンビニエンスストア事業者公募要領」による。

９ 入札執行の日時、場所等

(1) 入札執行日時

令和５年12月18日（月）午後1時30分

(2) 入札場所

静岡市葵区追手町９番６号 静岡県庁本館 １階 資産経営課施設係控室

(3) その他

ア 電送及び郵送による入札は認めない。

イ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

ウ 入札執行に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを入札執行場所へ

持参し、提出すること。

エ 行政財産の貸付期間中の貸付料総額（５年０か月分）について入札する。

オ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した

金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

カ 入札執行回数は、２回を限度とする。

(4) 入札保証金

入札に参加しようとする者は、入札保証金として入札金額の100分の５に相当する額以上の金額を、

入札執行日時までに県が発行する納入通知書で納入すること。入札保証金には、納付した日から還付

を受ける日までの期間に対する利息は付さない。

なお、再度入札となった場合は入札金額が増加するので、その増加分に係る入札保証金を入札時に現

金徴収する。

(5) 入札の無効

本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札参加申込書に虚偽の記載をした者が

行った入札、入札参加資格者からの委任を受けていない者が行なった入札、及び入札に関する条件等に

違反した者のした入札は無効とする。

(6) 落札者の決定方法

有効な入札のうち、予定価格以上、かつ、最高の金額で入札を行った者を落札者とする。ただし、最



高金額の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定する。

(7) 契約書の作成の要否

要

10 その他

(1) 契約成立後、貸付料は各年度ごと指定期限までに県が発行する納入通知書で納入すること。各年度

ごとの支払額は５年（60か月）の月割計算により算出する。

(2) 落札者は、契約締結前に、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を、県が発行する納入

通知書で納入すること。

なお、契約保証金の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア 契約保証金には、納付した日から還付を受ける日までの期間に対する利息は付さない。

イ 県は、貸付料、原状回復に要する費用その他の本貸付契約に基づき賃借人が負担すべき一切の債務

の弁済に、契約保証金を充当することができる。

ウ 賃借人の負担すべき債務への契約保証金の充当は、賃借人からは主張できない。

エ 県は、貸付期間の満了又は県からの申出により貸付契約を解除し貸付契約が終了した場合において、

貸付物件の明け渡しを受けたときは、速やかに、契約保証金から賃借人の債務を差し引いた額を返還

する。

オ 賃借人は、県の承認を得ないで、契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権その他の担

保に供することはできない。

カ 賃借人の都合又は賃借人が義務を履行しないために契約が解除された場合は、契約保証金は県に帰

属し返還しない。

(3) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより県が行う公共事業等から除外する措置を講じることと

された場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

(4) 光熱水費等については、コンビニエンスストアの設置者が負担するものとする。

(5) 入札参加者は、入札心得及び契約書案等を熟読し、入札心得を遵守すること。

(6) 契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(7 ) その他詳細不明の点については、静岡県経営管理部財務局資産経営課

（電話番号 054-221-2185）に照会すること。


